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【全般】 

Q1 医療措置協定とはなにか。 

今般の新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、令和４年 12 月の感染症法改正により、

平時に予め都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定を締結し、新型インフルエンザ

等感染症等発生・まん延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が感染症法第 36 条

の 3 に規定されました。この協定のことを「医療措置協定」と言います。 

 

Q2 医療措置協定に基づく対応を行う新型インフルエンザ等感染症等とは、どのよ

うなものを指すのか。 

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重苦

であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)及び新感染症を基本とし

ています。 

協定締結に当たっては、新型インフルエンザ等感染症等の性状及びその対応方法等が、新型コ

ロナウイルス感染症相当であると想定したものとして、ご検討をお願いいたします。 

 

Q3 流行初期期間とはなにか。 

流行初期期間とは、厚生労働大臣が、新型インフルエンザ等感染症等が発生した旨の公表を行

ってから 3 ヶ月程度。本協定においては、新型コロナウイルス感染症対応でいう、2021 年 1 月

頃を想定しています。 

 

Q4 流行初期期間経過後とはなにか。 

流行初期期間経過後とは、厚生労働大臣による公表が行われてから 4 か月程度～6 ヶ月程度以

内。本協定においては、新型コロナウイルス感染症対応でいう、2022 年 12 月頃を想定してい

ます。 

 

Q5 どのような内容の協定か。 

自宅療養者等に対する医療の提供が協定の内容となります。また、任意事項として、個人防護

具の備蓄についても設けています。 

 

Q6 医療措置協定は必ず締結しなければならないのか。 

医療措置協定の締結に係る協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければな

らない(感染症法第 36 条の 3 第 2 項)とされていますが、協定の締結は双方の合意に基づいて

行います。 
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Q7 協定を締結した場合、必ず協定内容について対応しなければならないのか。 

県からの要請があれば、協定締結の内容について対応頂くこととなります。 

ただし、正当な理由(全般 Q9 参照)により、措置を講じることができない場合はこの限りでは

ありません。 

 

Q8 発生した感染症の性状等により、対応できる内容が異なると思われるが、どの

ような条件で締結するのか。 

協定締結に当たっては、新型インフルエンザ等感染症等の性状及びその対応方法等が、新型コ

ロナウイルス感染症相当であると想定したものとして、ご検討をお願いいたします。 

なお、発生した新型インフルエンザ等感染症等の性状及びその対応方法等最新の知見の取得状

況や、感染症対策物資等の確保の状況などが、事前の想定とは大きく異なる事態であると、国

等においてその判断が行われた場合は、県と医療機関が協議を行い、内容を見直して、県が要

請を行うこととしています。(協定書第 3 条第 3 項参照) 

 

Q9 協定書第 8条に記載の医療措置協定の内容について、対応できない正当な理由

とはどのような場合か。 

・医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合 

・ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要

となる人員が異なる場合 

・感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合 

などが想定されます。その他、新型インフルエンザ等感染症等の発生時の際は、状況に応じて

ご相談ください。 

 

Q10 協定書第 9条に記載の実施状況等の報告はどのように行うのか。 

医療機関等情報支援システム（G-MIS）上での報告とし、 

⑴ 平時においては、年１回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等を、 

⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置の実施の状況等を、 

それぞれ報告いただくことを予定しています。 

 

Q11 G-MISの IDがわからない場合、どうすれば良いか。。 

G-MIS ID をお忘れの場合は、下記の厚生労働省 G-MIS 事務局までお問い合わせください。 

本人確認の為、お問い合わせには以下 4 項目の情報が必要となりますので、必ず「医療機関名」

「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いします。 

〈厚生労働省 G-MIS 事務局〉 password@g-mis.net 
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Q12 協定締結した内容について、県から要請があった際に対応できなかった場合、

罰則はあるのか。 

医療措置協定を締結した医療機関(公的医療機関等を除く)が、正当な理由(全般 Q9 参照)なく

医療措置協定について対応しない場合は、感染症法第 36 条の 4 に基づく勧告・指示・公表の措

置を行うことがあります。 

 

Q13 医療措置協定を締結した場合、公表等されるのか。 

医療措置協定を締結した医療機関については、公表の対象となります。 

平時においては、医療措置協定を締結した医療機関の名称及び協定の内容(自宅療養者等に対す

る医療の提供)について公表する予定です。 

ただし、新型インフルエンザ等感染症等公表期間においては、県の医療提供体制として、対応

できる患者など、要請した内容を公表します。 

 

Q14 締結した医療措置協定の有効期間はいつまでか。また、医療措置協定を締結し

たが、諸事情により取りやめたい場合はどうしたら良いか。 

協定締結日から令和 9 年 3 月 31 日を有効期間としています。ただし、本協定の有効期間満了

の日の３０日前までに県と医療機関のいずれからも更新しない旨の申し出がない場合には、同

一条件により 3 年間更新するものとし、その後も同様とします。 

 

ただし、協定は双方の合意に基づくものであるため、有効期間内であっても、医療機関側の事

情等により、協定の内容変更及び解除について協議を行うことも可能です。 

随時、お申出ください。 

 

Q15 協定は管理者名ではなく、開設者名で締結できるのか。 

感染症法第 36 条の 3 第 1 項の規定により、医療機関の管理者と医療措置協定を締結すること

となっているため、開設者との協定締結は想定していません。 

ただし、第二種協定指定医療機関の指定にあたっては、必ず開設者の同意の元、行います。 

 

Q16 管理者が変更になった場合、医療措置協定も更新が必要か。 

協定に基づき権利義務が発生することとなり、また、知事や医療機関の管理者が替わった場合

でも、権利義務は承継され、協定の再締結は不要です。 

 

Q17 医療措置協定を締結後、内容変更したい場合はどうしたら良いか。 

医療措置協定は双方の合意に基づくものであるため、医療機関側の事情変更等があれば協定の

内容を見直す協議を行いますので、申し出てください。 
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Q18 令和 5 年 7 月上旬～令和 5 年 8 月 4 日まで県により実施していた事前調査

において「協定締結の検討は難しい」と回答した、又は「未回答」だった場合、協定

締結はできないのか。 

事前調査は、調査時点での意向を確認するものであるため、調査時点では意向がなかった場合

及び未回答の場合についても、医療措置協定の締結は可能です。 

感染症法改正の趣旨を踏まえ、ご検討をお願いします。 

 

Q19 協定を締結すれば、第二種協定指定医療機関として指定されるのか。 

〇第二種協定指定医療機関とは、自宅療養者等への医療提供体制に関する医療措置協定を締結

した医療機関のうち、国が示す以下の指定要件を満たし、知事から指定を受けた医療機関を指

します。 

【外出自粛対象者への医療の提供を実施する薬局についての指定要件】 

・ 当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施するこ

とが可能であること。 

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受け

て、外出自粛対象者に対して医薬品等対応（調剤・医薬品等交付・服薬指導等）を行う体制が

整っていると認められること。 

 

『「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部

の施行等について』より抜粋。 

詳細は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八上第二項の規定に

基づく厚生御労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準」をご確認ください。 

 

Q20 協定指定医療機関としての要件を満たしていない場合、どうなるのか。 

医療措置協定の締結については可能ですが、協定指定医療機関の指定を受けることはできませ

ん。 

全般 Q19 で示す指定要件を満たした段階で、協定指定医療機関の申請を行えば、指定を受ける

ことができます。 

 

  



5 

【財政支援】 

Q1 協定締結にあたり、財政支援はあるのか。 

協定の締結に関する直接の財政支援はありませんが、協定を締結した場合に、新型インフルエ

ンザ等感染症等発生・まん延時に対応するための設備整備や措置の実施にあたっては、下記の

財政支援がなされることとなっています。 

・施設・設備整備事業 

・協定締結医療機関が実施する措置に関する補助：補助額等については、新型インフルエンザ

等感染症等発生・まん延時にその性状に応じて厚生労働省が定めることとされています。 

 

Q2 新型インフルエンザ等感染症等が発生した場合、医療費は公費負担となるか。    

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定医療機関において提供

される入院医療・外来医療は公費負担の対象となります。ただし、新型インフルエンザ等感染

症等公表期間において緊急やむを得ない理由の場合には、対象となることも考えられます。 

 

医療措置協定について締結いただいているが、協定指定医療機関の指定を受けていない医療機

関の取扱については現在、国へ確認中です。 

 

Q3 第二種協定指定医療機関の指定を受ければ、令和 6年 6月の診療報酬改定で示

されている連携強化加算がとれますか。 

加算の施設基準の一つに本指定が位置づけられています。詳細は近畿厚生局へお問い合わせく

ださい。 
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【自宅療養者等への医療の提供及び健康観察】 

Q1  薬剤の配送は可能だが、服薬指導ができない場合、協定の対象になるのか。ま

た、オンライン服薬指導、訪問にて服薬指導があるが、両方の対応が必要となるのか。 

薬局については調剤した薬剤を提供する（配送する）際に服薬指導を行う必要があることから、

本協定において、薬剤配送のみ行う薬局については想定していません。 

服薬指導を含む協定の締結についてご検討をお願いいたします。 

また、服薬指導については、オンライン(電話での対応含む)または訪問のどちらかのみでも可

能です。 

 

Q2 「健康観察」とはどのようなことを行うのか。 

自宅療養者に対して、当該療養者の性状に応じて、体温や SPO₂、咳等の症状の有無などの確認

を行います。業務については、関係団体を通じた委託により実施していただくことを想定して

いますが、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、当該感染症の性状及びまん延状況

等に応じて、方法等も含め検討します。 

 

Q3 健康観察のみ対応可能な場合、協定締結は可能か。 

健康観察のみ対応可能な場合については、協定締結対象外となります。 

協定締結においては、オンライン服薬指導又は、訪問しての服薬指導の対応が必要となります

ので、ご検討お願いいたします。なお、薬剤等の配送については必須項目となります。 

 

Q4 服薬指導について、自宅療養者は対応できないが、高齢者施設のみ対応可能な

場合、協定締結できるか。 

自宅療養者への医療提供を大前提とした協定締結をお願いしていますので、高齢者施設のみ対

応可能な場合の締結はできません。 

 

Q5 健康観察は診療報酬の対象になるのか。 

診療報酬の対象とはなりません。 

健康観察に関する業務について関係団体等を通じた業務委託を想定しています。 

 

Q6 高齢者施設等への医療提供については、提携施設のみといった限定的な対応を

もって協定締結として良いか。 

高齢者施設等への医療提供については、限定的な対応であっても協定締結は可能です。 
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【個人防護具の備蓄】 

Q1 個人防護具について、協定を締結する上で、５種(サージカルマスク、N95マス

ク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)全てを備蓄しなければ

ならないのか。 

国においては、5 種のうち使用する個人防護具について、２ヵ月以上の備蓄が推奨されていま

す。 

ただし、個人防護具の備蓄に関しては、任意事項となっています。従って、備蓄する物資種別

及び量についても医療機関の実情に合わせご検討ください。 

例えば、新型インフルエンザ等感染症等への対応として、アイソレーションガウンを利用する

予定がない場合は、当該物資の備蓄がなくとも協定締結可能です。 

 

Q2 医療措置協定について個人防護具５種(サージカルマスク、N95 マスク、アイ

ソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)のうち、代替品として認められ

るものはあるか。 

・N95 マスクについては、DS2 マスクで代替可能です。 

・アイソレーションガウンについては、プラスチックガウンも含まれます。 

・フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替も可能です。この場合

において、ゴーグルは再利用が可能であり、必要人数分の必要量を確保していれば、フェイス

シールドの備蓄をすることを要しないものとし、かつ、フェイスシールドの使用量 2 ヵ月分を

確保しているのと同等として取り扱います。 

 

Q3 個人防護具の備蓄において、２ヶ月分とは、どのような使用状況を元に算出す

れば良いか。 

協定で定める備蓄量(物資別の具体的数量)は、これまでの新型コロナ対応（令和 3 年及び令和

4 年頃）での平均的な使用量の２ヵ月分で算出をお願いします。 

 

Q4 個人防護具の購入については、費用の補助はあるか。 

個人防護具の備蓄は、物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄するのではなく、有効活

用する観点から、平時より備蓄物資を順次通常医療で使用する、回転型の備蓄を推奨していま

す。そのため、個人防護具の購入にあたって費用補助等は検討していません。 

 

Q5 個人防護具の備蓄方法について規定はあるか。 

備蓄物資を順次、通常医療の現場で使用する回転型の備蓄を想定しているため、施設内に保管

施設を確保することが効率的ですが、施設外保管でも構いません。このほか、①物資の取引事

業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取引事業者と

提携し、有事に優先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物資を購入す

ることなく、備蓄を確保する方法などもあります。 
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【研修・訓練】 

Q1 協定項目の中で、「年１回以上の研修や訓練の実施に努める」とあるが、研修・

訓練内容について具体的に指定はあるか。 

国、国立感染症研究所、県、医療機関（自機関で実施する場合も含む。）等が実施する研修・訓

練を想定しており、実施主体やその内容について特に規定はなく、協定の措置の履行に資する

ものであれば問題ありません。 

 


